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　本件は、国内居住者である個人（原告・控
訴人）が、リヒテンシュタイン公国に設立し
た財団（本件財団）を通じて全株式を保有す
るバハマ法人（本件外国法人）が、当該個人
に係る「外国関係会社」に該当するかが争わ
れた事案である。より具体的には、株式等に
関する定めがないリヒテンシュタイン財団に
ついて、控訴人が株式等を保有しているとい
えるかどうかが争われた。
　一審の東京地裁は、措置法40条の4の趣
旨・目的からすれば、外国法人に対する支配
力の有無は、形式上、名目上のものではな
く、外国法人の収益や資産を実質的に支配し
得る地位の有無という観点から判定されなけ
ればならないとして、控訴人が本件財団に資
金を拠出したことによって本件財団の自益権
及び共益権又はこれらと同視できる権利ない
し地位を全部保有していた場合には、本件財
団の発行済株式等の全部を有しているといえ
るとの解釈を示していた（本誌1092号参照）。

　これに対し東京高裁は、まず、租税法の解
釈は原則として文理解釈によるべきであり、
政策税制としての性格を有する租税特別措置
法に関する税法解釈においても、規定の趣
旨・目的を勘案することが許されるのは、文
理解釈だけでは規定の意味内容を明らかにす
ることが困難な場合等に限られるとの考えを
示した。
　その上で東京高裁は、措置法40条の4の規
定によれば、「外国関係会社」は、居住者等
が、50%超の株式等（株式又は出資）を直
接又は間接保有することが前提となっている
ことが文理上一義的に明らかであり、このよ
うな資本関係によらない支配関係をもって、
「外国関係会社」該当性を基礎づけることは
許されないとした。
　そして、地裁が示した解釈については、
「株式又は出資」という文言を離れ、規定の
趣旨・目的を踏まえて、「本件財団の自益権
及び共益権と同視できる」か否かを判断する

　納税者がリヒテンシュタイン財団を通じて全株式を保有する外国法人が、納税者に係る
「外国関係会社」に該当するか否かが争われた事案の控訴審で、東京高裁第10民事部（宮坂
昌利裁判長）は令和8年4月14日、外国子会社合算税制（措置法40条の4）を適用した原処分
を取り消し、一転、納税者が逆転勝訴した。
　東京高裁は、納税者は資本関係とは異なる手段によって本件財団を支配するものであって、
このような場合にまで措置法40条の4の適用を認めるのは、明らかな文理解釈の逸脱であり
許されないとの判断を下した。

「自益権・共益権」と同視できる権利保有は株式保有との地裁判断認めず

資本関係によらない支配に
CFC適用は文理解釈の逸脱

財団通じた株式保有巡り納税者逆転勝訴
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